
○信用保証協会向けの総合的な監督指針新旧対照表 

改正後 改正前 

Ⅰ ［略］ 

 

Ⅱ 業務の適切性 

 

Ⅱ－１ ［略］ 

 

Ⅱ－２ 金融機関及び各支援機関等との連携等 

 

Ⅱ－２－１ 意義 

中小企業の経営の改善発達を促進するための中小企業信用保険法等の一部

を改正する法律（平成 30 年 4 月施行）により、中小企業者による経営の改

善発達を促進するため、信用保証協会が、その業務を行うに際し、金融機関と

連携（法第 20 条の 2 ）を図るとともに、中小企業者に対する経営の改善発

達に係る助言その他の支援（法第 20 条第 2 項第 1 号）を行うことが規定さ

れた。 

加えて、様々な課題を抱える中小企業者の課題解決に向けて、事業者のフェ

ーズに応じたきめ細やかな支援が必要であり、財務改善等の経営改善支援のみ

ならず、創業支援、事業承継支援等も含めた広義の経営支援（以下、「経営支

援」という。）、事業再生支援などが求められているところ。 

信用保証協会は、こうした趣旨を踏まえ、金融機関に加え、商工会・商工会

議所やよろず支援拠点、事業承継・引継ぎ支援センター、中小企業活性化協議

会などの支援機関（以下、「各支援機関等」という。）と密に連携し、金融機関

に適切な期中管理や経営支援・事業再生支援等を実施するよう、促していくこ

とに加え、自らも主体的に取り組んでいくことが重要である。 
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Ⅱ－２ 金融機関及び各支援機関等との連携等 

 

Ⅱ－２－１ 意義 

中小企業の経営の改善発達を促進するための中小企業信用保険法等の一部

を改正する法律（平成 30 年 4 月施行）により、中小企業者による経営の改

善発達を促進するため、信用保証協会が、その業務を行うに際し、金融機関と

連携（法第 20 条の 2 ）を図るとともに、中小企業者に対する経営の改善発

達に係る助言その他の支援（法第 20 条第 2 項第 1 号）を行うことが規定さ

れた。 

加えて、様々な課題を抱える中小企業者の課題解決に向けて、事業者のフェ

ーズに応じたきめ細やかな支援が必要であり、財務改善等の経営改善支援のみ

ならず、創業支援、事業承継支援等も含めた広義の経営支援（以下、「経営支

援」という。）、事業再生支援などが求められているところ。 

信用保証協会は、こうした趣旨を踏まえ、金融機関に加え、よろず支援拠点

や事業承継・引継ぎ支援センター、中小企業活性化協議会などの支援機関（以

下、「各支援機関等」という。）と密に連携し、金融機関に適切な期中管理や経

営支援・事業再生支援等を実施するよう、促していくことに加え、自らも主体

的に取り組んでいくことが重要である。 

 

 



- 2 - 

Ⅱ－２－２ ［略］ 

 

Ⅱ－２－３ ［略］ 

 

Ⅱ－３ 「経営者保証に依存しない融資慣行」としての浸透・定着等 

 

Ⅱ－３－１ 意義 

 

中小企業の経営者による個人保証（以下「経営者保証」という。）には、中

小企業の経営への規律付けや信用補完として資金調達の円滑化に寄与する面

がある一方、経営者による思い切った事業展開や創業を志す者の起業への取組

み、保証後において経営が窮境に陥った場合における早期の事業再生、経営者

等の変更を伴うＭ＆Ａ・事業承継等を阻害する要因となっているなど、企業の

活力を阻害する面もあるとの指摘があるなど、経営者保証の契約時及び履行時

等において様々な課題が存在する。 

こうした状況に鑑み、中小企業の経営者保証に関する中小企業、経営者及び

金融機関による対応についての自主的自律的な準則として「経営者保証に関す

るガイドライン」（平成 25 年 12 月 5 日「経営者保証に関するガイドライン

研究会」により公表。以下「ガイドライン」という。）が定められた。 

このガイドラインは、経営者保証における合理的な保証契約の在り方等を示

すとともに主たる債務の整理局面における保証債務の整理を公正かつ迅速に

行うための準則であり、中小企業団体及び金融機関団体の関係者が中立公平な

学識経験者、専門家等と共に協議を重ねて策定したものであって、主債務者、

保証人及び対象債権者によって、自発的に尊重され、遵守されることが期待さ

れている。 

信用保証協会においては、経営者保証に関し、ガイドラインの趣旨や内容を

Ⅱ－２－２ ［略］ 

 

Ⅱ－２－３ ［略］ 

 

Ⅱ－３ 「経営者保証に依存しない融資慣行」としての浸透・定着等 

 

Ⅱ－３－１ 意義 

 

中小企業の経営者による個人保証（以下「経営者保証」という。）には、中

小企業の経営への規律付けや信用補完として資金調達の円滑化に寄与する面

がある一方、経営者による思い切った事業展開や創業を志す者の起業への取組

み、保証後において経営が窮境に陥った場合における早期の事業再生を阻害す

る要因となっているなど、企業の活力を阻害する面もあるとの指摘があるな

ど、経営者保証の契約時及び履行時等において様々な課題が存在する。 

こうした状況に鑑み、中小企業の経営者保証に関する中小企業、経営者及び

金融機関による対応についての自主的自律的な準則として「経営者保証に関す

るガイドライン」（平成 25 年 12 月 5 日「経営者保証に関するガイドライン

研究会」により公表。以下「ガイドライン」という。）が定められた。 

このガイドラインは、経営者保証における合理的な保証契約の在り方等を示

すとともに主たる債務の整理局面における保証債務の整理を公正かつ迅速に

行うための準則であり、中小企業団体及び金融機関団体の関係者が中立公平な

学識経験者、専門家等と共に協議を重ねて策定したものであって、主債務者、

保証人及び対象債権者によって、自発的に尊重され、遵守されることが期待さ

れている。 

信用保証協会においては、経営者保証に関し、ガイドラインの趣旨や内容を

十分に踏まえた適切な対応を行うことにより、信用保証制度が原則として経営
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十分に踏まえた適切な対応を行うことにより、信用保証制度が原則として経営

者保証が必要であるかの誤解を生じないよう、説明方法を工夫の上、信用保証

制度における経営者保証を不要とする取扱いについて中小企業者・金融機関の

双方に対して一層の周知を行うことが重要である。 

また、経営者保証に依存しない融資慣行の確立を加速するために、信用保証

協会による債務の保証について、信用保証料率の引上げ等を条件として、経営

者保証を提供しないことを中小企業者が選択できる「事業者選択型経営者保証

非提供制度」が創設（令和 6年 3月 15日施行）されており、信用保証協会は、

当該制度の趣旨を鑑み、金融機関を介するなどして中小企業者に対し、当該制

度の内容を十分に踏まえた適正な説明や提案を行っていくことが重要である。 

 

Ⅱ－３－２ 主な着眼点 

（１） 保証審査時及び支援体制の構築における対応 

  ① 信用保証制度が原則として経営者保証が必要であるかの誤解を生じ

ないよう、説明方法を工夫の上、信用保証制度における経営者保証を不

要とする取扱いについて、中小企業者及び金融機関の双方に対して周知

を行っているか。 

  ② 「事業者選択型経営者保証非提供制度」について、金融機関を介する

などして、該当中小企業者に対し十分に、当該制度の趣旨や内容を踏ま

えた適切な説明を行っているか。また、経営者保証を提供する申込にお

いては、保証申込書面などによって、中小企業者が説明を受けたことを

確認しているか。 

  ③ 金融機関や主債務者、保証人からの経営者保証に関する相談に対し

て、適切に対応できる態勢が整備されているか。 

  ④ 金融機関が保証人を不要と判断した一方、信用保証協会が保証人を必

要と判断し保証契約を締結する場合においては、どの部分が十分ではな

者保証が必要であるかの誤解を生じないよう、説明方法を工夫の上、信用保証

制度における経営者保証を不要とする取扱いについて中小企業者・金融機関の

双方に対して一層の周知を行うことが重要である。 

また、経営者保証に依存しない融資慣行の確立を加速するために、信用保証

協会による債務の保証について、信用保証料率の引上げ等を条件として、経営

者保証を提供しないことを中小企業者が選択できる「事業者選択型経営者保証

非提供制度」が創設（令和 6年 3月 15日施行）されており、信用保証協会は、

当該制度の趣旨を鑑み、金融機関を介するなどして中小企業者に対し、当該制

度の内容を十分に踏まえた適正な説明や提案を行っていくことが重要である。 

 

 

Ⅱ－３－２ 主な着眼点 

（２） 保証審査時及び支援体制の構築における対応 

  ① 信用保証制度が原則として経営者保証が必要であるかの誤解を生じ

ないよう、説明方法を工夫の上、信用保証制度における経営者保証を不

要とする取扱いについて、中小企業者及び金融機関の双方に対して周知

を行っているか。 

  ② 「事業者選択型経営者保証非提供制度」について、金融機関を介する

などして、該当中小企業者に対し十分に、当該制度の趣旨や内容を踏ま

えた適切な説明を行っているか。また、経営者保証を提供する申込にお

いては、保証申込書面などによって、中小企業者が説明を受けたことを

確認しているか。 

  ③ 金融機関や主債務者、保証人からの経営者保証に関する相談に対し

て、適切に対応できる態勢が整備されているか。 

  ④ 金融機関が保証人を不要と判断した一方、信用保証協会が保証人を必

要と判断し保証契約を締結する場合においては、どの部分が十分ではな
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いために保証契約が必要なのか、どのような改善を図れば保証契約の変

更・解除の可能性が高まるかといった客観的合理的理由について、金融

機関を介して中小企業者の知識、経験等に応じ、その理解と納得を得る

ことを目的とした説明を行うとともに、金融機関が説明したものの中小

企業者の理解と納得を得られないなどの場合には、必要に応じて信用保

証協会から中小企業者へ直接説明する態勢が整備されているか。また、

その結果等を書面又は電子的方法で記録する態勢が整備されているか。 

  ⑤ 経営者保証の契約を締結している中小企業者について、Ｍ＆Ａ・事業

承継など、主たる株主等が変更になることを信用保証協会が把握した場

合は、金融機関を介するなどして、「事業者選択型経営者保証非提供制

度」の活用を促すなど、経営者保証の契約の変更・解除の検討や、経営

者保証ガイドラインの趣旨・内容を十分に踏まえた適切な説明を行って

いるか。 

 

（２） ［略］ 

 

（３） ［略］ 

 

Ⅱ－３－３ ［略］ 

 

Ⅱ－４ ［略］ 

 

Ⅲ～Ⅶ ［略］ 

 

いために保証契約が必要なのか、どのような改善を図れば保証契約の変

更・解除の可能性が高まるかといった客観的合理的理由について、金融

機関を介して中小企業者の知識、経験等に応じ、その理解と納得を得る

ことを目的とした説明を行うとともに、金融機関が説明したものの中小

企業者の理解と納得を得られないなどの場合には、必要に応じて信用保

証協会から中小企業者へ直接説明する態勢が整備されているか。また、

その結果等を書面又は電子的方法で記録する態勢が整備されているか。 

 

 

 

 

 

 

 

（２） ［略］ 

 

（３） ［略］ 

 

Ⅱ－３－３ ［略］ 

 

Ⅱ－４ ［略］ 

 

Ⅲ～Ⅶ ［略］ 

 

 


